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令和５年度愛媛国際映画祭開催事業企画運営業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、「令和５年度愛媛国際映画祭開催事業企画運営業務」を委託するにあ

たり、企画提案を広く募集し、総合的な審査により、優れた企画力や遂行力を有する

受託者を選定するために必要な事項を定める。 

 

１ 業務概要  

（１）業 務 名 令和５年度愛媛国際映画祭開催事業企画運営業務 

（２）業務内容  別添「令和５年度愛媛国際映画祭開催事業企画運営業務委託仕様

書」（以下「委託仕様書」という。）のとおり 

（３）委託期間  契約締結の日から令和６年２月 29日（木）まで 

（４）委託上限額 5,500,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格  

 本業務に係る公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）参加者は、次

の要件を全て満たす者とする。 

（１）愛媛県内に事業所（本社、支社、営業所等）を有すること。ただし、支社､営

業所にあっては、参加申込書の提出期限において 1年以上の営業実績を有してい

ること。 

（２）令和５～７年度愛媛県競争入札参加資格者一覧に登録されていること。若しく

は企画提案書の提出までに登録が予定されていること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当し

ないこと。 

（４）参加申込書の提出期限の日から業務予定者選定までの間に、愛媛県知事の行う

入札参加資格停止措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをし

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手 続

開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（６）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをしている

者又は会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てをして

いる者でないこと。 

（７）企画提案書の提出期限日の前６月間において、振り出した手形又は小切手が不

渡りとなり、銀行当座取引を停止されていないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者に該当しないこ

と。 

 

３ 参加方法  

 参加しようとする事業者は、次により参加申込書等を提出すること。 

（１）提出期限 令和５年９月 29日(金) 17時（必着） 

（２）提 出 物 参加申込書（様式１）、会社概要（様式２） 

（３）提出方法 持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メール 

（４）参加辞退 参加申込書の提出後、参加を辞退する場合は、辞退届（様式任意）

を提出すること。 
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４ 質問及び回答  

 プロポーザル及び業務に関する質問は、次のとおり受け付ける。 

（１）受付期限  令和５年９月 29日(金) 17時（必着） 

（２）提出書類  質問書（様式３） 

（３）提出方法  持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メール 

        ※送信後、提出先へ電話による受信の確認を行うこと。 

         電話や来訪等の口頭による質問は一切受け付けない。 

（４）回答方法 質問及び回答を取りまとめのうえ、参加申込書を提出した全ての者

に電子メールで回答し、ホームページに掲載する。 

ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に

関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。 

 

５ 企画提案書の作成  

 別添「委託仕様書」及び「企画提案書作成要領」を熟読のうえ、次の点に留意し、

企画提案書を作成すること。 

（１）企画提案書は、１者１提案のみとする。 

（２）委託上限金額を超えたものは、審査の対象とならない。 

 

６ 企画提案書の提出  

 企画提案書は、次のとおり提出すること。 

（１）提出期限  令和５年 10月 10日(火) 17時（必着） 

（２）提出部数  正本１部、副本７部 

（３）提出方法  持参又は郵送 

なお、郵送による提出の場合、発送後であっても提出期限までに未

着の場合は、期間内の提出がなかったものとみなす。 

（４）企画提案書の取扱い 

  ① 企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、

審査に影響を与えない軽微なものを除く。 

  ② 提出書類は、審査に必要な範囲において複製を作成することがある。 

  ③ 提出期限後は、理由を問わず返却しない。 

  ④ 提案を取り下げる場合は、取下げ願い（様式４）を提出すること。なお、提

出期限後から業務予定者選定までの間に、参加資格の条件を満たさなくなった

場合にも、取下げ願いを提出するものとする。また、取下げ願いの提出があっ

た場合でも、提出された企画提案書は返却しない。 

  ⑤ 提出期限までに企画提案書を提出しない者は、辞退したものとみなす。 

（５）企画提案の無効 

  次のいずれかに該当する企画提案書は、無効とする。 

  ① 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留

保）、第 94 条（虚偽表示）又は第 95 条（錯誤）に該当する提案 

  ② 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

  ③ その他、企画提案に関する条件に違反した提案 

 

７ 選定方法等  

（１）選定方法  

  ① 別添「令和５年度愛媛国際映画祭開催事業企画運営業務企画提案公募（プロ

ポーザル）審査基準」に基づき審査を行い、業務予定者を選定する。 

  ② 審査は、別途設置する選定委員会において行う。 
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  ③ 審査は、書面及びプレゼンテーションによる審査とする。ただし、参加者が

１者だった場合は、プレゼンテーションを省略し、書面のみの審査とすること

がある。プレゼンテーション実施に係る詳細は参加者に対し別途通知する。 

  ④ 審査結果によっては、いずれの参加者も業務予定者に選定しないことがある。 

（２） 審査方法 

  ① 選定委員会は、書面及びプレゼンテーションや質疑応答を踏まえ、企画提案

書を採点する。 

  ② 選定委員会は、審査順位が第一位の者を業務予定者として選定する。 

  ③ 提案者が１者のみの場合、審査の結果において審査得点が総得点の６割以上

である場合に業務予定者として選定する。６割に満たない場合又は提案者がい

ない場合には、再度公募を実施する。 

（３）審査結果 

   参加者全員に審査結果を文書で通知する。ただし、順位や採点結果を知らせる

ものではない。また、審査内容に係る質問や異議は、一切受け付けない。 

 

８ 契 約  

（１）契約締結の協議 

   上記７により選定された業務予定者と契約締結の協議を行う。 

（２）協議内容 

   提出された企画提案書を基に協議・調整を行い、契約時の仕様書を作成する。

そのため、協議の過程で提案内容の追加、変更又は削除など一部変更する場合が

ある。なお、業務予定者と協議が整わない場合にあっては、次点の提案として評

価した者と協議のうえ、契約を締結する場合がある。 

（３）契約の締結 

   協議が整った場合に、別途定める予定価格の範囲内で業務契約を締結する。 

（４）契約条項等 

   別に定める契約書のほか、愛媛県会計規則（昭和 45年愛媛県規則第 18号）の

規定に準じることとする。 

（５）契約保証金 

   愛媛県会計規則（昭和 45年愛媛県規則第 18号）第 152条から第 154条までの

規定による。 

 

９ 公正な企画提案の確保  

（１）参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律

第 54号）に抵触する行為を行ってはならない。 

（２）参加者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、

いかなる相談も行わってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 

（３）参加者は、業務予定者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的

に開示してはならない。 

（４）参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案を公正に執

行することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案に参加させず、

又は企画提案の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

10 その他  

（１）提出された参加申込書及び企画提案書は、業務予定者の選定以外の目的で使用

しない。 

（２）企画提案書の作成及び提出等プロポーザル参加に要する経費は、全て参加者の
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負担とする。 

（３）プロポーザル及び契約の手続並びに委託業務の実施において、使用する言語は

日本語、使用する通貨は円とする。 

（４）参加者の企画提案書の著作権は参加者に帰属し、業務予定者の企画提案書の著

作権は、委託契約締結時点で委託者に帰属するものとする。 

（５）企画提案書に特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対

象となっている内容を含む場合、当該権利の使用に係る調整は参加者が行うとと

もに、その使用に係る経費は委託料に計上すること。 

（６）委託業務における制作物の著作権は愛媛国際映画祭実行委員会に帰属するもの

とする。委託契約期間終了後、愛媛国際映画祭実行委員会が制作物を使用するに

あたり制限がある場合には、企画提案書にその旨明記すること。 

（７）企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとみ

なす。 

 

11 問合せ先・提出先  

 〒790-8570  愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

 愛媛国際映画祭実行委員会事務局  

 （愛媛県観光スポーツ文化部文化局文化振興課文化振興グループ） 

 TEL：089-947-5480   FAX：089-913-2617 

 E-mail：bunkashinko@pref.ehime.lg.jp 

 ※FAX又はメールで提出する場合は、必ず、送信後に受信確認の電話を行うこと 

 

 

 


